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第１章 計画の基本的考え方 

第１章では、計画の策定に当たって、計画の位置付け、計画の期間、対象とする施策の範囲な

ど、計画の基本的な考え方を示します。 

 

１ 計画の位置付け 

○ 長野県環境基本計画は、「長野県環境基本条例（平成８年長野県条例第13号）」第８条の

規定により、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するも

のです。 

 

○ 本計画は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成15年７月25日

法律第130号）」第８条に規定する本県の行動計画を包含するとともに、本計画における

「水環境の保全」を「長野県水環境保全条例（平成４年長野県条例第12号）」第７条の規

定による「第七次長野県水環境保全総合計画」として、「生物多様性・自然環境の保全と

利用」を「生物多様性基本法（平成20年法律第58号）」第13条の規定による「第二次生物

多様性ながの県戦略」として位置付けます。 

 

２ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）による施策の推進 

○ 2015年（平成27年）９月にアメリカ合衆国・ニューヨークで開催された「国連持続可能

な開発サミット」において、ＳＤＧｓを中核とする「持続可能な開発のための2030アジ

ェンダ」が採択されました。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、経済・社会・環境を

めぐる広範囲な課題に統合的に取り組むことにより持続可能な社会の実現を目指すも

のであり、2030年までに達成すべき17のゴール（目標）と169のターゲットが掲げられて

います。 
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○ 目標達成に向けては、県民・ＮＰＯ、事業者、行政機関などすべての個人・団体がＳＤ

Ｇｓを理解し、それぞれの立場で主体的に行動していくことが求められます。また、Ｓ

ＤＧｓは一つの行動によって複数の課題を統合的に解決する「マルチベネフィット」を

目指しており、今後、環境政策には、環境を保全することにとどまらず、環境保全の取

組を通じ経済・社会の諸課題を解決する役割が求められています。 

 

○ 本県は、全国で４番目に広い県土を有し、その８割を占める広大な森林は清らかな水や

空気を育み、多様な生物の生息場所となっています。本計画では、ＳＤＧｓの視点を踏

まえ、県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行政機関などあらゆる主体のパートナーシッ

プにより、こうした本県の美しく豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくとともに、

恵まれた環境を最大限に活かして、ＳＤＧｓの特徴である経済・社会・環境の統合的向

上を図り、持続可能な社会の実現を目指します。 

 

３ 計画の期間 

○ 2023年度（令和５年度）を初年度とし、2027年度（令和９年度）を目標年度とする５年

間を対象とします。 

 

４ 対象とする施策の範囲 

○ 持続可能な社会の構築に関すること 

○ 脱炭素社会の構築に関すること 

○ 生物多様性・自然環境の保全と利用に関すること 

○ 水環境の保全に関するこ 

○ 大気環境等の保全に関すること 

○ 循環型社会の形成に関すること 
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第２章 現状と課題 

第２章では、計画策定の背景となる本県の環境をめぐる現状と課題について、主な項目ごとに、

国内外の動向も含めて示します。 

１ 持続可能な社会の構築に関する状況 

○ ＳＤＧｓを中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されたこと

を受け、国は2016年（平成28年）５月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」

を設置し、同年12月にＳＤＧｓ達成に向けた中長期的な国家戦略である「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」を決定しました。 

この実施指針は2019年（令和元年）12月に改定され、改定指針において、地方公共団体

には、ＳＤＧｓ達成へ向けた取組の更なる加速化とともに、地域の優良事例の国内外

への積極的な発信・共有と、更なるＳＤＧｓの浸透を目指した多様なステークホルダ

ーに対するアプローチが期待されています。 

また、同指針において、地方公共団体には、国の第五次環境基本計画（2018年（平成30

年）４月閣議決定）で提唱された「地域循環共生圏」（再生可能エネルギーなどの自然

資源のほか、人材や資金なども含めた様々な地域資源を活かして地域ごとに自立・分

散型社会を形成し、地域の特性に応じて補完し地域同士で支え合うことにより、地域

の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方）の創造が求められています。 

 

○ 国や地方公共団体だけでなく、民間企業においても経営戦略の中にＳＤＧｓを据え、

個々の事業戦略に落とし込むことで、持続的な企業成長を図っていくことが重要です。

地球規模課題や社会課題に企業活動が与える影響に対する消費者の関心の向上や、Ｅ

ＳＧ投資の活発化により、大企業を中心に経営層へのＳＤＧｓの浸透は一定程度進ん

できましたが、企業数でみると大多数を占める中小企業への更なる浸透が課題となっ

てます。 

 

【地域循環共生圏のイメージ】 

 

出典：環境省ホームページ  
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○ 本県の人口は、2000年（平成12年）をピークに減少に転じ、当面は生産年齢人口を中心

に総人口の急激な減少が続き、人口減少に歯止めをかける政策を講じた場合でも、長期

的には150万人程度で定常化する見通しとなっています。人口減少は、国内・域内需要や

経済・社会・環境の担い手の減少をもたらすなど、地域活力の低下が懸念されます。 

 
【長野県人口の将来展望】 

 

 

○ 2022年（令和４年）に長野県環境保全協会・長野県世論調査協会が行った県民意識調査

によると、日頃から「環境のためになること（環境に配慮した暮らし）」を実行している

人の割合は全体で54.2％でした。また、年代別にみると、「環境のためになること」を実

行している」人の割合は、60代以上では６割以上、18歳～30代では約５割に対し、40代

及び50代の世代では４割前後でした。 

 

【「環境のためになること（環境に配慮した暮らし）」に係る県民の意識】 

 

 
出典：一般社団法人長野県環境保全協会・一般社団法人長野県世論調査協会「環境と暮らし2022」報告書（2022年4月20日～5月24日調査） 
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２ 脱炭素社会の構築に関する状況 

○ 地球温暖化は確実に進行しており、世界の年平均気温は工業化以前と比較して約１℃上

昇しています。地球温暖化の原因は、工業化以降の二酸化炭素（ＣＯ2）などの人為的な

温室効果ガスの排出量の増加にあるとされています。 

国際的な専門家組織である「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」が2014年（平

成26年）に取りまとめた第５次評価報告書によると、「気候システムの温暖化は疑う余

地はなく、人間活動による影響が近年の地球温暖化の支配的な要因であった可能性が極

めて高い。」とされていましたが、2021年（令和３年）に公表した第６次評価報告書では、

「人間活動による影響が地球温暖化を引き起こしたことは疑う余地がない。」と断定的

に表現されました。 

第６次評価報告書によると、化石燃料依存型の発展の下で対策を講じない場合の温室効

果ガス最大排出量シナリオ（ＳＳＰ5-8.5）では、21世紀末（2081年～2100年）には、  

工業化以前と比較して最大で5.7℃の平均気温上昇が予測されています。 

こうした地球温暖化は、既に猛暑日や大雨・無降水日の頻度の増加、農作物の品質低下、

動植物の分布域の変化など、自然及び人間社会に大きな影響をもたらしています。さら

に進行すると、農林水産業、自然生態系、自然災害、健康などの様々な分野に広範囲で

不可逆的な影響を生じさせる可能性が指摘されています。 

 

【世界の年平均気温の変化】        【世界の年平均気温変化の観測結果と予測】 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

○ 2015年（平成27年）にフランス・パリで開催されたＣＯＰ21において、「パリ協定」が採

択され、「産業革命前からの平均気温上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃

に抑える努力を追求する」という世界共通の長期目標が定められました。また、2021年

（令和３年）にイギリス・グラスゴーで開催されたＣＯＰ26において、平均気温上昇を

1.5℃に抑えるための努力を継続する決意と、そのために世界全体の温室効果ガスを迅

速、大幅かつ持続可能的に削減する必要があることに合意する「グラスゴー気候合意」

が取りまとめられました。 

一方、2016年（平成28年）12月のオーストラリアのデアビン市を皮切りに、国内外の世

界各地の自治体で「気候非常事態宣言」を行う動きが広がっています。これは、記録的

な高温や大雨、台風の大型化など、世界中で異常気象が目に見えて増加していることに
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加え、科学的知見の蓄積により、気候変動の緊急事態性の認識が高まっていることなど

が要因と考えられます。 

 

○ 国においては、2020年（令和２年）10月に、菅内閣総理大臣が所信表明演説において、

2050年（令和32年）までのカーボンニュートラル実現を目指すことを表明しました。同

年11月には、衆参両院において相次いで気候非常事態宣言が決議され、脱炭素社会の実

現に向けて国を挙げて取り組む意思が明確に示されました。 

また、国では「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第107号）」（以下「地

球温暖化対策推進法」という。）を改正し、基本理念に「2050年までの脱炭素社会の実現」

を規定するとともに、2021年（令和３年）10月に地球温暖化対策計画が改訂され、温室

効果ガス排出量を2030年度（令和12年度）に2013年度（平成25年度）比で46％減とする

目標を設定しました。 

 

○ 本県においても、令和元年東日本台風の甚大な被害を受け、2019年（令和元年）12月に

都道府県として初めて「気候非常事態宣言」を行い、「2050年度までに二酸化炭素排出量

を実質ゼロにすること」（2050ゼロカーボン）を決意するとともに、2020年（令和２）４

月には気候非常事態宣言の理念を具現化するため、「長野県気候危機突破方針」を公表

し、2050ゼロカーボンの実現に向け、最終エネルギー消費量の７割削減、再生可能エネ

ルギー生産量の３倍以上拡大などの具体的な数値目標を掲げました。また、2020年（令

和２年）10月には、全国で初めて、2050ゼロカーボンを目標に掲げる議員提案の「長野

県脱炭素社会づくり条例（令和２年長野県条例第39号）」（以下「ゼロカーボン条例」と

いう。）が全会一致で可決・成立しました。 

さらに、2050ゼロカーボンの達成と持続可能な脱炭素社会の実現を目指した取組を推進

するため、中間目標となる2030年度までを計画期間として、ゼロカーボン条例に基づく

第一次の行動計画及び地球温暖化対策推進法に基づく第四次長野県地球温暖化防止県

民計画となる「長野県ゼロカーボン戦略」を2021年（令和３年）６月に策定し、温室効

果ガス正味排出量を2030年度（令和12年度）に2010年度（平成22年度）比で60％削減す

る高い目標を設定しました。 

なお、県内の2018年度（平成30年度）の温室効果ガス正味排出量は1,273万ｔ-CO2で、基

準年度2010年度（平成22年度）比で18％減少しています。 

 

【温室効果ガス総排出量の推移】 

 

出典：長野県環境部環境政策課・ゼロカーボン推進室 
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○ 再生可能エネルギーの普及については、2012年度（平成24年度）の再生可能エネルギー

固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）の導入や各種普及施策等により、太陽光発電を中心に

再生可能エネルギー生産量が増加しています。一方で、太陽光発電設備が森林や住宅地

の近隣を開発して設置されるなど、自然環境や生活環境、景観、防災への影響が懸念さ

れる事例もあります。 

 

【再生可能エネルギー生産量、最終エネルギー消費量及びエネルギー自給率の推移】 

 
出典：長野県環境部環境政策課・ゼロカーボン推進室 
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３ 生物多様性・自然環境の保全と利用に関する状況 

○ 我が国は世界の中でも保全優先度の高い「生物多様性ホットスポット」の一つとされて

おり、特に本県は日本の中でも生物多様性の豊かな場所と言われています。日本の屋根

と称される高山帯を有する約3,000ｍの標高差のある複雑な地形や、日本海・内陸・太平

洋の影響を受ける多様な気候、さらには里山や草原といった人の営みによって形成され

る自然環境により、豊かな生物多様性が培われています。ライチョウや高山植物はその

シンボルともいえる存在です。しかしながら、「開発、過剰な捕獲・採取」、「里山や草原

の利用・管理の衰退（ニホンジカの分布拡大など）」、「外来種の移入・分布拡大、水質の

汚濁」、「気候変動の影響」などにより、野生動植物の生息環境が悪化し、本県の生物多

様性に危機が及んでいます。2014年（平成26年）から2015年（平成27年）にかけて改訂

した「長野県版レッドリスト」では、絶滅のおそれのある種数（危惧種数）は、維管束

植物804種（県内在来2,979種中、27.0％）、脊椎動物で98種（県内在来447種中、21.9％）

に上るなど、多くの動植物の生息・生育が脅かされています。 

【県内在来種数のうち、危惧種の割合】 

 
出典：長野県版レッドリスト（植物編）2014、長野県版レッドリスト（動物編）2015 

 

○ 里地里山は、集落を取り巻く森林、農地、ため池、草原等を構成要素とし、多くの野生

生物と信州ならではの暮らしや文化を育む役割を果たしてきました。しかしながら、近

年の産業構造等の変化や農山村の過疎化・高齢化により里地里山における人の活動が縮

小したことに伴い、適正に管理されていない森林や草地、荒廃農地の増加やニホンジカ

などの野生鳥獣による被害拡大等によって、県土の保全機能の低下や里山景観の悪化が

危惧されています。 

また、森林をはじめとした里地里山の適切な利用と管理は、気候変動対策や防災・減災

など多様な社会課題の解決に寄与すると期待されており、再生可能エネルギーの推進と

自然環境の保全との両立も重要な課題となっています。 

【絶滅のおそれのある種の危機要因】 

 
出典：長野県版レッドリスト（植物編）2014、長野県版レッドリスト（動物編）2015 
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【県内の自然公園】 

○ 本県の山岳・高原地域の多くは自然公

園に指定（国立公園５地域、国定公園４

地域、県立自然公園５地域）され、面積

は全国３番目の広さであり、県土の約

20%を占めています。 

また、我が国は2030年までに陸域と海

域の30％を保全すること（30by30：サー

ティバイサーティ）を国際約束してお

り、我が国の山岳・高原を代表する本県

の自然環境の特色を踏まえて、この陸

域の保全拡大に寄与することが期待さ

れています。自然公園に指定されてい

る区域の外にも、農地・里山・草原など

の生物多様性の豊かな地域が広がって

おり、そのような地域でも保全と持続

可能な利用の両立が望まれます。 

 

 

 

 

 

○ 山岳・高原の景観に代表される豊かな自然環境とのふれあいを楽しむため、本県には各

地から多くの人々が訪れています。しかし、利用の集中する地域では、踏みつけによる

植生破壊やし尿処理などの問題が生じています。他方では、管理や保全活動の担い手が

高齢化し、活動の継承が困難になりつつあることも問題となっています。その一方、気

候変動などの地球環境問題への社会の意識の高まりを受けて、民間企業等においても自

然環境に関心を寄せ、様々な主体が行う自然保護活動への支援が増えています。今後は、

既存の活動主体同士をつなぐとともに、新たな担い手の参画やその活動を支える仕組み

を構築していくことが期待されています。 

 

【生物多様性保全パートナーシップ協定等による企業からの支援の推移】 

 

出典：長野県自然保護課 

 

出典：長野県自然保護課 
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４ 水環境の保全に関する状況 

○ 本県には、日本海に注ぐ信濃川（千曲川）、姫川、関川と太平洋に注ぐ天竜川、木曽川、

富士川、矢作川、利根川の８水系があり、その上流に位置する県として、水質などの保

全に努める必要があります。県内の河川・湖沼などの水質は、下水道等の普及や家庭・

工場等からの排水の適正処理により、長期的には改善が進んできています。2021年度（令

和３年度）の河川の環境基準達成率は測定開始以来、初めて100％となるなど良好な状

況にある一方、湖沼の環境基準達成率は40.0％と低い状況となっています。このうち、

諏訪湖については、水質は改善してきていますが、近年ヒシの大量繁茂や湖底の貧酸素

の拡大といった新たな課題が生じています。 

 

【環境基準（ＢＯＤ・ＣＯＤ75％値）達成率の推移】 

 
出典：長野県水大気環境課 

 

○ 近年、水田面積の減少や市街化の進展により地下水の浸透量が減少してきています。ま

た、人口減少、過疎化・高齢化により森林、農地等において必要な手入れがされていな 

い地域もあり、森林や農地等が持つ地下水の涵
か ん

養機能の低下などが危惧されています。 
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５ 大気環境等の保全に関する状況 

○ 光化学オキシダントを除く大気汚染物質について、2021年度（令和３年度）は、全測定

局で環境基準を達成しており、概ね良好な状況が続いています。一方、光化学オキシダ

ントの環境基準は全測定局で未達成となっています。また、近年、光化学オキシダント

や微小粒子状物質（ＰＭ2.5）が国内外から移流することによる広域的な大気汚染が懸

念されています。 

 

【光化学オキシダントの年平均値及び環境基準を超えた日数の推移】 

 
出典：長野県水大気環境課 

 

○ アスベスト（石綿）が規制された2006年（平成18年）８月以前に建築されて老朽化した

建築物が解体時期を迎えています。今後、解体作業の増加が見込まれるため、アスベス

トの周辺環境への飛散が懸念されます。 

 

○ 道路交通による騒音の環境基準の達成率（2021年度（令和３年度））は96.1％で改善傾向

にありますが、新幹線による騒音の環境基準の達成率（2021年度（令和３年度））は58.8％

となっており、金沢延伸以降、新たに環境基準を超過する地点が見られます。 

 

○ 環境中のダイオキシン類やベンゼン・トリクロロエチレンなど有害化学物質の濃度は、

すべての測定地点で環境基準等を達成しており、良好な状況が続いています。 
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６ 循環型社会の形成に関する状況 

○ 一般廃棄物については、2011年度（平成23年度）以降、総排出量、県民１人１日当たり

の排出量とも減少傾向にあり、2020年度（令和２年度）の総排出量は約60万トンとなっ

ています。県民１人１日当たりの排出量は807グラム（全国値901グラム）で、全国値を

約100グラム近く下回り、ごみ排出量の少なさは、全国の都道府県の中でもトップレベ

ルです。2019年度（令和元年度）までは、生活系ごみは減少傾向、事業系ごみは横ばい

傾向でしたが、2020年度（令和２年度）は新型コロナウイルス感染症による外出規制等

の影響を受け、生活系ごみは増加する一方で、事業系ごみは減少しました。 

 

【一般廃棄物排出量の推移】 

 
出典：令和２年度一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）から長野県作成 

 

○ 産業廃棄物については、2018年度（平成30年度）の排出量は約448万２千トンとなってい

ます。電気・水道業が約207万１千トンで最も多く、次いで建設業が約115万５千トン、

製造業が約115万トンとなっています。2013年度（平成25年度）と比べて建設業と製造業

は増加傾向に、電気・水道業は減少傾向にあります。 

 

【産業廃棄物排出量の推移】 

 
出典：長野県産業廃棄物実態調査（長野県資源循環推進課） 
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○ 産業廃棄物の排出事業者や処理業者等への立入検査は、年間8,000件程度実施していま

すが、廃棄物の保管基準違反やマニフェストの記載不備などが後を絶たない状況にあり

ます。また、不法投棄の発見件数は2019年（令和元年）以降減少傾向でありますが、野

外焼却の発見件数は増加傾向となっています。 

 

【不法投棄発見件数の推移】 

 

出典：長野県資源循環推進課 

【野外焼却発見件数の推移】 

 

出典：長野県資源循環推進課 

 

○ 廃ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、廃石綿等の有害な廃棄物については、不適正な処理が

行われると人の健康又は生活環境に影響を及ぼすことが懸念されます。 

 

○ 災害廃棄物の適正処理に当たっては、県や市町村はあらかじめ災害廃棄物の処理方針

を定める災害廃棄物処理計画を策定し、災害発生時に迅速に対応することが求められ

ます。2021年度（令和３年度）末時点において、市町村災害廃棄物処理計画の策定率

は60％を超えました。 
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第３章 長野県の将来像 

第３章では、第２章の現状と課題を踏まえ、概ね2030年頃※に目指す本県の将来像を示します。 
※次期総合５か年計画との整合を検討 

 

１ 持続可能な社会の構築 

○ 持続可能な社会の実現に向け、県民一人ひとりがＳＤＧｓの意味を理解して日々の暮ら

しを見直し、誰もが環境に配慮した行動を実践しています。 

 

○ 県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行政機関などあらゆる主体のパートナーシップが構

築され、環境保全活動が活発に行われています。 

 

○ 豊かな自然や美しい景観、自然を活かした教育や里山の恵み豊かな暮らしなど本県なら

ではのライフスタイル、食料やエネルギーの「地消地産」や、資源を循環利用し続けな

がら新たな付加価値を生み出し続けようとする「循環経済」など地域で資源が循環する

持続可能な経済・社会システムなどが魅力となり、移住者や交流人口が増加しています。 

 

２ 脱炭素社会の構築 

○ 2050ゼロカーボンの実現に向けて、ＥＶ・ＦＣＶ、高効率家電・事業用設備、ＺＥＨ・

ＺＥＢなどの普及により、家庭や事業活動など社会全体で省エネルギーが徹底されると

ともに、自家用車から徒歩・自転車・公共交通などへ移動手段の転換が進んだ脱炭素型

まちづくりが実践されています。 

 

○ 地域主導型の再生可能エネルギー事業により、地域資源を活かした再生可能エネルギー

が普及拡大し、輸入依存の化石燃料から再生可能エネルギーで暮らしが営まれる持続可

能な地域（エネルギー自立地域）に向けた取組が進展しています。 

 

○ 気候変動による影響が県民に広く共有され、気候変動に対する緩和策と適応策が社会全

体で総合的に進み、当該影響による県民生活や自然環境等への被害が最小化あるいは回

避されています。 

 

３ 生物多様性・自然環境の保全と利用 

○ 様々な主体の連携・協働による自然環境の保全・再生活動を通じて、自然環境エリアが

拡大し、豊かな生態系、種の多様性、個性ある遺伝子からなる本県ならではの生物多様

性が保たれています。 

 

○ 農地や草原、森林の適切な管理や野生鳥獣による被害防止とともに、生物多様性の保全

に配慮した農林業が営まれることにより、人々の生活と調和した美しい景観が保たれて

います。 

 

○ 自然の恵みを活かして気候変動対策、防災・減災、地域経済の活性化、健康などの多様

な社会課題の解決につなげる取組により、人と自然が共生する持続可能な社会が実現し
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ています。 

 

○ 生物多様性や生態系が暮らし・社会・経済の基盤であることが認識され、行政、団

体・ＮＰＯ、企業、個人などあらゆる主体が日常において自然環境に配慮した行動を

しています。こうした活動の継続により、美しい景観が保たれ、自然の恵み、人との

ふれあいを求めて県内外から多くの方が訪れています。 

 

４ 水環境の保全 

○ 森林・農地等における水源の涵
か ん

養が図られ、健全な水循環が保たれています。また、生

活や経済活動において水資源が適正に利活用されています。 

 

○ 本県に水源を有する８つの一級水系や諏訪湖、野尻湖など、県内の河川・湖沼・地下水

等の水環境が良好に保たれ、安心安全な水が確保されています。 

 

○ 清らかで美しい水辺環境が保たれ、人々が水に親しみふれあうとともに、水辺地にはそ

の場にふさわしい水生生物が生育・生息し、豊かな生態系が保たれています。 

 

５ 大気環境等の保全 

○ 良好な大気環境が保全されるとともに、生活を脅かす有害化学物質などのリスクが削減

され、安心安全な生活環境が維持されています。 

 

６ 循環型社会の形成 

○ 県民一人ひとりにＳＤＧｓのゴール12「つくる責任つかう責任」の意識が浸透し、大量

生産・大量消費型の行動の見直しがされ、環境負荷の少ない循環型社会が形成されてい

ます。 
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第４章 計画期間中の目標と実施施策 

第４章では、第３章の「長野県の将来像」を実現するため、計画の基本目標と５年間（2023～

2027年度）に取り組む主な施策を示します。 

 

■基本目標 

●●● ●●● ●●● 

 

（基本目標の趣旨） 

 

 

 

 

（施策の推進に当たって） 
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■施策体系 

 

  

施策の柱 大項目 中項目

（１）環境教育等による環境保全意識の
　　　醸成と行動の促進

・ 環境教育・ＥＳＤの推進
・ 啓発活動の推進

（２）パートナーシップによる
　　　環境保全活動の推進

・ 地域における協働の支援
・ 各分野における協働の推進
・ 海外との連携・協力

（３）豊かな自然やライフスタイル等の
　　　発信

・ 信州の魅力発信による移住・交流の促進

（４）環境影響評価による環境保全の
　　　推進

・ 環境影響評価制度の適切な運用
・ 公共事業における環境配慮の推進

（５）環境保全に関する調査研究等の
　　　強化

・ 環境保全に関する調査研究、情報発信の強化
・ 水環境保全に係る調査研究の強化及び環境学習等の推進
・ 調査研究等に必要な体制整備

（１）徹底的な省エネルギーの推進
・ 運輸部門（交通）におけるエネルギー効率化
・ 家庭部門におけるエネルギー効率化
・ 産業・業務部門におけるエネルギー効率化

（２）再生可能エネルギーの普及拡大

・ 地域主導型の再生可能エネルギーの促進
・ 太陽光発電、小水力発電、木質バイオマス発電、
　 非木質バイオマス発電、その他の発電
・ 熱供給・熱利用
・ 再生可能エネルギー利用の促進
・ 再生可能エネルギーと地域の調和の促進

（３）総合的な地球温暖化対策

・ 産業イノベーションの創出支援
・ エシカル消費の促進
・ プラスチックの資源循環等の推進
・ 森林整備による二酸化炭素の吸収・固定化等の推進
・ 農業生産現場における取組の促進
・ 気候危機に向けた連携
・ 気候変動への適応

（１）生物多様性の保全
・ 多様な動植物の保全対策
・ 外来種対策の推進

（２）自然環境（生態系）の保全
・ 自然が有する多面的な機能の向上と活用
・ 持続可能な農林業の推進

（３）自然とのふれあいの推進
・ 自然公園・自然環境保全地域等の適切な管理
・ 自然公園の整備と利用促進
・ 自然体験活動の推進

（１）水源の涵(かん)養と適正な利活用

・ 水収支の把握
・ 地下水の涵(かん)養
・ 水源地域の保全
・ 水資源の適正な利活用

（２）安心安全な水の保全

・ 水質監視
・ 発生源対策
・ 河川・湖沼の浄化対策
・ 水に関する災害対策

（３）親しみやすく生物を育む水辺環境
　　　の創出

・ 親水性に優れた水辺づくり
・ 水辺における生態系の保全
・ 水辺の環境保全活動等の推進

（４）水環境保全に係る調査研究の強化
　　　及び環境学習等の推進

・ 水環境保全に係る調査研究の強化
・ 環境学習、情報発信等の推進

（１）清浄な大気と良好な地域の生活
　　　環境の確保

・ 大気環境の監視等
・ アスベスト（石綿）対策
・ 騒音・振動・悪臭の防止
・ 光害(ひかりがい)対策等
・ 放射能対策

（２）化学物質による環境汚染の防止と
　　　対策

・ ダイオキシン類対策
・ その他の化学物質対策

（１）廃棄物の４Ｒの推進
・ ４Ｒの推進
・ 地域循環圏等の形成

（２）廃棄物の適正処理の推進
・ 廃棄物の適正処理体制の整備
・ 廃棄物の不法投棄等の防止

６
循環型社会の
形成

１
持続可能な社会の
構築

２
脱炭素社会の
構築

３
生物多様性・
自然環境の保全
と利用

４
水環境の保全

５
大気環境等の
保全
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■実施施策 

１ 持続可能な社会の構築 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 
 

 
【施策の方向性】 

○ 環境保全に関する環境教育や啓発活動を推進し、環境に配慮する意識を高めるととも

に、実践的な行動を促進します。 

○ 県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行政機関などあらゆる主体のパートナーシップによ

り、環境保全活動を推進します。 

○ 豊かな自然やライフスタイルなど本県の魅力を発信し、移住者や交流人口の拡大を図

ります。 

○ 環境影響評価制度の適切な運用により、環境保全を推進します。 

○ 環境保全研究所の機能強化により、科学的知見から県の環境施策を推進します。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）環境教育等による環境保全意識の醸成と行動の促進 

ア 環境教育・ＥＳＤの推進 

〇ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 

〇幼児期・学齢期における環境教育の推進 

〇地域における環境教育、体験機会の場の創出・支援 

 

イ 啓発活動の推進 

 

 

（２）パートナーシップによる環境保全活動の推進 

ア 地域における協働の支援 

 

イ 各分野における協働の推進 

〇脱炭素社会の構築 

〇生物多様性・自然環境の保全と利用 

〇水環境の保全 

〇大気環境等の保全 

〇循環型社会の形成 

 

ウ 海外との連携・協力 
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（３）豊かな自然やライフスタイル等の発信 

ア 信州の魅力発信による移住・交流の促進 

 

 

（４）環境影響評価による環境保全の推進 

ア 環境影響評価制度の適切な運用 

 

イ 公共事業における環境配慮の推進 

 

（５）環境保全に関する調査研究等の強化 

ア 環境保全に関する調査研究、情報発信の強化 

  

イ 水環境保全に係る調査研究の強化及び環境学習等の推進 

 

ウ 調査研究等に必要な体制整備 
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２ 脱炭素社会の構築 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 

 

 
【施策の方向性】 

○ 交通、家庭、産業・業務など各部門における徹底的な省エネルギーの推進とともに、環

境負荷の低いまちづくりを進めます。 

○ 地域主導型の再生可能エネルギー事業を支援することにより、再生可能エネルギーを

普及拡大し、エネルギー自立地域の実現を目指します。 

○ 気候変動リスクの認識を県民が広く共有するとともに、廃棄物の排出抑制や森林整備

等を含め、気候変動への緩和策や適応策を総合的に推進します。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）徹底的な省エネルギーの推進 

ア 運輸部門（交通）におけるエネルギー効率化 

〇自動車使用に伴う環境負荷の低減 

〇環境負荷の低い交通手段への転換 

〇環境負荷の低いまちづくり 

 

イ 家庭部門におけるエネルギー効率化 

〇家庭用機器の高効率化と効率的使用 

〇住宅の高断熱・高気密化 

 

ウ 産業・業務部門におけるエネルギー効率化 

〇事業者の省エネ取組の促進 

○業務用ビルにおけるＺＥＢの普及等 

○エネルギー需給情報の把握 

 

 

（２）再生可能エネルギーの普及拡大 

ア 地域主導型の再生可能エネルギーの促進 

○地域主導の基盤整備 

○事業化への支援 

 

イ 太陽光発電 

 

ウ 小水力発電 
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エ 木質バイオマス発電 

 

オ 非木質バイオマス発電 

 

カ その他の発電 

 

キ 熱供給・熱利用 

 

ク 再生可能エネルギー利用の促進 

 

ケ 再生可能エネルギーと地域の調和の促進 

 

 

（３）総合的な地球温暖化対策 

ア 産業イノベーションの創出支援 

 

イ エシカル消費の促進 

 

ウ プラスチックの資源循環等の推進 

 

エ 森林整備による二酸化炭素の吸収・固定化等の推進 

 

オ 農業生産現場における取組の促進 

 

カ 気候危機に向けた連携 

 

キ 気候変動への適応 

○気候変動の影響把握と将来予測 

○気候変動影響への適応策の推進 
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３ 生物多様性・自然環境の保全と利用 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 

 

 

【施策の方向性】 

○ 希少な野生動植物や固有性の高い種の保護とともに、多様な生物が生息・生育する環

境づくりに取り組みます。 

○ 多様な主体の連携による自然環境の保全・再生活動を推進します。 

○ 農地や草原、森林の適切な管理や野生鳥獣被害の防止とともに、生物多様性の保全に

配慮した農林業を推進します。 

○ 自然の恵みを活かして多様な社会課題の解決につなげる取組を推進します。 

○ 生物多様性や生態系が暮らし・社会・経済の基盤であることを認識できるよう、学びと

つながりの場を提供します。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）生物多様性の保全 

ア 多様な動植物の保全対策 

 

イ 外来種対策の推進 

 

 

（２）自然環境（生態系）の保全 

ア 自然が有する多面的な機能の向上と活用 

 

イ 持続可能な農林業の推進 

○農業・農村の振興 

○林業の振興 

○野生鳥獣による被害抑制 

 

（３）自然とのふれあいの推進 

ア 自然公園・自然環境保全地域等の適切な管理 

 

イ 自然公園の整備と利用促進 

○登山道・トイレ・道標等の整備 

○自然保護センター等の機能強化 

 

ウ 自然体験活動の推進 
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４ 水環境の保全 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 

 

 
【施策の方向性】 

○ 水源の涵
か ん

養機能を高め、水資源の保全を推進するとともに、適正な利活用との調和を

図り、健全な水循環の構築を進めます。 

○ 良好な河川・地下水の水質を保全し、湖沼の水質の改善を進めるとともに、自然災害に

対する防災・減災対策に取り組み、安心安全な水環境の保全を進めます。 

○ 親しみやすい水辺環境の整備や生態系保全の取組を進めるとともに、人々の水への関

心をより一層高めます。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）水源の涵(かん)養と適正な利活用 

ア 水収支の把握 

 

イ 地下水の涵(かん)養 

○森林 

○農村部 

○都市部 

 

ウ 水源地域の保全 

 

エ 水資源の適正な利活用 

 

 

（２）安心安全な水の保全 

ア 水質監視 

 

イ 発生源対策 

○特定汚染源 

(ｱ) 生活排水対策 

(ｲ) 事業場排水対策 

(ｳ) その他の汚染源対策 

○非特定汚染源 

 

ウ 河川・湖沼の浄化対策 

 

エ 水に関する災害対策 
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（３）親しみやすく生物を育む水辺環境の創出 

ア 親水性に優れた水辺づくり 

 

イ 水辺における生態系の保全 

 

ウ 水辺の環境保全活動等の推進 

 

 

（４）水環境保全に係る調査研究の強化及び環境学習等の推進 

ア 水環境保全に係る調査研究の強化 

 

イ 環境学習、情報発信等の推進 
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５ 大気環境等の保全 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 

 

 
【施策の方向性】 

○ 大気環境の常時監視により汚染状況を正確に把握するとともに、発生源に対する監視・

指導により、清浄な大気環境の維持を図ります。また、騒音・振動・悪臭を防止するた

め、騒音などの実態把握を進め、良好な生活環境を保全します。 

○ ダイオキシン類などの有害化学物質の状況について、調査・監視により状況を把握し、

環境汚染や県民の健康への影響を防止します。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）清浄な大気と良好な地域の生活環境の確保 

ア 大気環境の監視等 

 

イ アスベスト（石綿）対策 

 

ウ 騒音・振動・悪臭の防止 

 

エ 光害(ひかりがい)対策等 

 

オ 放射能対策 

 

 

（２）化学物質による環境汚染の防止と対策 

ア ダイオキシン類対策 

 

イ その他の化学物質対策 
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６ 循環型社会の形成 

【推進標語】「●●● ●●● ●●●」 

 

 
【施策の方向性】 

○ ３Ｒ（ごみを減らす、繰り返し使う、再生して利用する）に、使い捨てプラスチック製

品等から植物性由来など環境にやさしい素材・製品への転換という意味の「リプレイ

ス」を加えた４Ｒに取り組みます。 

○ 災害により発生する災害廃棄物、感染症の影響による生活様式の変化に伴うごみの増

加、高齢者等でごみ出しが困難な方への支援など、様々な課題に対し、関係者と連携し

て取り組みます。 

○ 廃棄物分野におけるＣＯ₂排出抑制のため、化石燃料由来のプラスチック焼却量の低

減、熱エネルギーの有効利用など2050ゼロカーボンに向けた取組を進めます。 

○ 廃棄物の排出事業者や処理業者、廃棄物の不法投棄や違法な野外焼却などの不適正処

理に対する監視指導を強化し、廃棄物の適正処理を推進します。 

 

【達成目標】 

 

 

 

（１）廃棄物の４Ｒの推進 

ア ４Ｒの推進 

〇一般廃棄物の発生抑制の推進（リデュース） 

〇産業廃棄物の発生抑制の推進（リデュース） 

〇再使用の推進（リユース） 

〇再生利用の推進（リサイクル） 

〇代替素材への転換（リプレイス） 

 

イ 地域循環圏等の形成 

 

（２）廃棄物の適正処理の推進 

ア 廃棄物の適正処理体制の整備 

〇一般廃棄物の適正処理の確保 

〇産業廃棄物の適正処理の確保 

〇特定有害産業廃棄物等の適正処理 

〇災害等緊急時の適正処理体制の確保 

 

イ 廃棄物の不法投棄等の防止  
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■ 地域の特性を踏まえた取組の推進 

● 標高差に着目した施策の展開（垂直ゾーニング） 

長野県の特徴の一つである「標高差」に着目し、「山岳・高原ゾーン」「中山間地ゾーン」「市

街地ゾーン」の３つに区分けし、それぞれのゾーンにおける施策展開の考え方を記載予定 

（参考）第４次計画の記載 

 

● 地域別の特性と実施施策（水平ゾーニング） 

10の広域圏ごとに、地域の特性を活かした取組や地域が抱える課題の解決に向けた取組など、

環境保全や地域活性化の取組を記載予定 

（参考）第４次計画の記載 
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第５章 計画の推進体制等 

第５章では、本計画に基づく施策が適正な進捗管理の下に効果的に推進されるよう、計画の推

進体制や評価の手法などについて示します。 

 

１ 計画の推進体制 

○ 計画の推進に当たっては、環境部を中心に全庁的な取組を展開します。 

 

○ 多岐にわたる環境問題に対応し、環境行政を効果的に推進するため、各種研修などを通

じて、環境行政を担当する県職員の政策立案能力や資質の向上を図ります。 

 

○ 県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行政機関などあらゆる主体に計画に基づく取組を呼

びかけ、多くの県民の行動・参加により、持続可能な社会の実現を目指します。 

 

 

２ 進捗管理と評価 

○ 計画の進捗管理を行い、達成目標に対する評価を毎年度行います。その結果を踏まえ、

施策の見直しや改善などを行っていきます。 

 

○ 計画に基づく施策の進捗状況については、毎年度作成する「長野県環境白書」において

公表し、長野県環境審議会へ報告します。 

 

３ 計画の見直し 

○ 社会状況や環境を取り巻く状況に大きな変化が生じた場合などは、計画期間中であって

も計画の見直しを行います。 

 


